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(公印及び契印の押印は省略) 

 

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 

及び家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令の公布について 

 

このことについて、平成 23 年６月 22 日付け 23 消安第 1765 号をもって、農林水

産省消費・安全局長から別添写しのとおり通知があったのでお知らせします。 

このたびの通知の内容は、次の３点であり、本会宛て了知とともに、制度の適正か

つ円滑な施行に協力を依頼されたものです。関係会員等への周知方お願いします。 

先ず１点目としては、「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める

政令」が本年６月17日付けで公布され、その内容は、平成23年４月４日付けで公布

された「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律（平成23年法律第16号。以下「改

正法」という。）」の施行期日を本年７月１日とし、改正法附則第１条第２号に掲げる

規定の施行期日を本年10月１日とするものであること。 

次に２点目としては、「家畜伝染病予防法施行令（昭和28年政令第235号。以下「施

行令」という。）」の一部を改正し、本年６月17日付で公布され、その内容は、改正法

の施行に伴い、下記の項目のとおり、所要の規定の整備を行うものであること。 

そして３点目としては、本改正により家畜伝染病の発生を予防するための通行の制

限又は遮断の手続を新設したことについて、本年６月17日付けで、警察庁から各関係

機関宛てに「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の対応に

ついて（通達）」が発出されたこと。 

 



記 

 

１ 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令の概要 

（１）政令で定めるその他の家畜に関する規定の整備（改正後の第１条関係） 

（２）消毒設備の設置の義務に係る家畜の指定（改正後の第２条関係）（新設） 

（３）家畜伝染病の発生を予防するための通行の制限又は遮断の手続（改正後の第３

条関係）（新設） 

（４）飼養衛生管理基準を定めるべき家畜の追加（改正後の第４条関係） 

（５）患畜等の死体の焼却又は埋却の義務の除外に関する規定の整備（改正後の第６

条関係） 

（６）家畜伝染病病原体の所持の許可の欠格要件における法人の使用人の範囲（改正

後の第７条関係）（新設） 

（７）国による費用負担の対象となる売上げの減少額等の範囲の拡大（改正後の第９

条関係） 

（８）予防的殺処分による損失の補償の対象となる損失の範囲等（改正後の第10条及

び第11条関係）（新設） 

 

２ 家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令の施行期日 

  改正法の施行の日（平成23年７月１日）。ただし、上記１（２）、（４）及び（６）

については、改正法附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（同年 10 月１日）

から施行する。 

 

 

 

 

 

 

本件内容のお問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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